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第１部 鶴見中学校における危機管理体制の確立 

 

1 危機管理の目的とプロセス 

 

（１） 危機管理の目的 

鶴見中学校における危機管理の目的は、次の３点とする。  

① 子どもと教職員の生命を守ること  

② 子どもと教職員の信頼関係を維持し、日常の組織・運営を守ること  

③ 学校に対する保護者や地域社会からの信用や信頼を守ること  

( 出典: 「危機管理の法律常識」 菱村幸彦 編 教育開発研究所 ) 

 

（２） 危機管理のプロセス  

危機管理には、次のプロセスがある。  

① 危機の予知・予測・未然防止（事前の危機管理） 

② 危機発生時の対応（事中の危機管理） 

③ 危機発生後の対応（事後の危機管理）  

 

 ① 危機の予知・予測・未然防止 （事前の危機管理） 

○防災教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが中心となり過去発生した事例から、その危機発生の原因や経過等を分析・検討

することにより、発生の前兆等を明らかにし、危機の予知・予測に努めること。  

また、生徒や社会の現状・変化等を踏まえ、今後発生する可能性のある危機を想定し、その危機の

予知・予測にも努めること。 

○日ごろから、一人一人の生徒への継続的な支援や、施設・設備に関する定期的な点検等により、 

未然防止に向けた取組を行うこと。  

また、生徒、保護者、地域の人々からの情報収集等により、危機を予知・予測し、問題の早期発見

に努め、危機に至る前に解決する取組を行うこと。  

 

 ② 危機発生時の対応 （事中の危機管理） 

○危機が発生した場合、適切な対応により、生徒、教職員の生命や身体の安全を守るとともに、被害

を最小限度にとどめること。この対応が「緊急対応」である。  

※本マニュアルにつては、この「緊急対応」について事項別にまとめている。ただし、上記(1)の日常

の取り組みこそが危機管理意識として求められていることを肝に銘じておきたい。そこで、本マニ

ュアルには「緊急対応」の流れに加えて、「未然防止のポイント」も併記した。 

 

 ③ 危機発生後の対応（事後の危機管理） 

  ○危機が発生した後、生徒への影響、保護者との連携、報道機関等への対応が「事後の危機管理」 

である。生徒の心のケアを関係機関、ＳＣ、ＳＳＷ等と連携しながら綿密に行い危機の影響を 

最小限にとどめ、早期に正常な日常生活に復帰することに努める。 

○緊急時の対応を事態収拾後に総括し、再発防止に向けた取組を実践していくこと。  

また、未然防止の取組についても、定期的に評価し改善していくとともに、日々の教育活動の充実

に努めること。  
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２ 危機の予知・予測・未然防止（事前の危機管理） 

 

（１） 事前の危機管理における要点 

 

   ①危機管理マニュアルの周知徹底、組織の整備・機能化 
     危機はいつ発生するか予想できない。年度初め防災教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを中心に全職員で本マニ 

ュアルを周知徹底し、いつ危機が発生しても対応できるよう、組織の整備・機能化も図る。 
②施設・設備の整備等（安全点検） 
  学校という施設で危機的状況の発生を抑制するにはハード面の管理が欠かせない。法的に 
は学期に1度以上と定められている安全点検であるが、本校では毎月定期的に行い、さらに 
日常の教育活動の中でも安全面の視点を持ち随時行う。 

③生徒の行動管理等 
  施設等のハード面に対しソフト面とも言える生徒生活態度への指導も防災教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが中

心となり安全面という視点を持っておこなう。 
④発生源等への対応 

     学校における危機的状況を引き起こす発生源を常に予測し、随時対処方法の検討、生徒へ 

の指導を早急に行う。 

⑤計画的な安全教育 
      本校の学校安全計画に則り、防災教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが学校教育全体で進める。本校では年２回    

     避難訓練を実施する。１回目は「地震・津波対策（一次避難場所→二次避難場所へ移動）」、  

     ２回目は「火災対策」。 

⑥校外学習時の安全確保 
   学校外での学習活動時には、その移動経路、学習場所での安全を事前に確認する。 

⑦登下校時の安全確保 
      登下校時に予想される危機的状況、特に自然災害時の対応への指導を定期的に繰り返し 

指導する。 

  また、不審者対応として下校時刻の適切な設定、通学方法への配慮を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 危機管理マニュアルの周知徹底、組織の整備・機能化 
② 施設・設備の整備等（安全点検） 
③ 生徒の行動管理等 
④ 発生源等への対応 
⑤ 計画的な安全教育 
⑥ 校外学習時の安全確保 
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３ 危機発生時の対応(事中の危機管理)について 

 

（１） 危機発生時対応における要点 

① 冷静な対応  

② 管理職のリーダーシップ （※不在時：校長→教頭→防災教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

③ 正確な情報収集及び情報の共有化       

④ 組織的な対応             

⑤ 心のケア 

⑥ 保護者・地域社会との連携  

⑦ 関係機関との連携  

⑧ 通信手段の確保  

⑨ 報道機関への対応  

① 冷静な対応  

マニュアルに示された手順・内容に従い、最優先とする対応は何かを意識しながら、冷静に 

対応する。  

② 管理職のリーダーシップ 

危機発生時、管理職は状況を判断し、全教職員に「緊急対応を行う」旨を明確に伝え、役割 

分担等について的確な指示を行う。  

また、教職員からの報告・連絡が円滑に行えるよう、管理職は所在を常に明らかにしておく。  

③ 正確な情報収集及び情報の共有化  

事件・事故発生時、周囲にいた生徒等から可能な限り正確に聞き取った情報を、対策本部に 

おいて整理し、要点を文章化する。そして、教職員でその情報の共有化を図る。  

④ 組織的な対応  

対策本部での決定事項をその構成員である教師が速やかに他の教職員に指示・伝達し学校全 

体で組織的に対応できる体制をつくる。 

また、混乱した状況では、教職員の臨機応変な対応が必要となるが、個人の判断で対応する 

ことは極力避ける。やむを得ず個人の判断で対応した場合は、必ず事後に報告するなど「報 

告・連絡・相談 → 報告」の徹底を図る。 

⑤ 心のケア 

  危機発生時には、児童に強いストレスが加わり、種々の心身の健康問題が表れることがある。 

保護者の協力を得て、すみやかにまた継続して児童の健康状態を把握し、必要に応じてスク 

ールカウンセラー等と連携を図って適切な支援に当たる。 

⑥ 保護者・地域社会との連携  

ＰＴＡ役員や地域の関係者と協力して危機の解決に当たるとともに、生徒及び学校の教育活 

動を守る体制づくりをする。  

＜緊急保護者会を開催する場合＞ 

ⅰ 開催の判断  

緊急保護者会の開催については、管理職は教育委員会やＰＴＡ役員等と連携を図り、次のよ

うな点を考慮の上で判断する。  

〔判断基準〕  

・事件・事故が当事者だけでなく、他の生徒及び保護者に与える影響が大きい。  

・生徒及び保護者に、不安感や学校に対する不信感が高まっている、または高まる可能 

性がある。  

 

さ …

し …

す …

せ …

そ …

誠意ある行動で、

組織的に。

※危機管理の『さ・し・す・せ・そ』

最悪の場合を考えて、

慎重に、

すばやく、



- 4 - 
 

ⅱ 目的  

緊急保護者会は、次のようなことを目的に実施する。  

・事件・事故についての正確な事実や対応の概要を説明することで、噂の流布等による 

混乱を避ける。  

・学校運営の正常化を図るため対応方針を説明し保護者や地域の人々の協力を求める。 

・学校の対応方針等に対する保護者の要望や考えを聞く。  

    ⅲ 実施上の留意点  

ア  説明内容の十分な準備  

イ 個人情報への配慮  

ウ 教職員の共通理解  

エ 誠意ある対応  

オ 教育委員会・ＰＴＡ役員等との連携  

ア 説明内容の十分な準備  

学校が収集した情報について、事実と確認した情報とそうでない情報の整理や、事 

件・事故の背景等を分析し、説明内容について十分準備しておく。  

イ 個人情報への配慮  

事件・事故にかかわる生徒の人権やプライバシーについて 最大限の配慮を行う。 

ウ 教職員の共通理解  

管理職は、教職員に保護者会での説明内容や協議事項、今後の対応方針等について 

説明し、共通理解を図っておく。  

エ 誠意ある対応  

保護者会において、様々な意見や要望が出されることが考えられる。それらをきち 

んと受け止めた上で、誠意をもって対応する。  

オ 教育委員会・ＰＴＡ役員との連携  

開催目的・内容等について、教育委員会やＰＴＡ役員と事前に協議する。必要な場 

合は、助言や職員の保護者会への同席等を、教育委員会に依頼する。 

⑦ 関係機関との連携  

教育委員会や警察、生徒相談所等の関係機関と連携を図り、今後の対応に関する助言や支援 

を得る。  

⑧ 通信手段の確保  

保護者や報道機関等からの問い合わせ等が殺到し、学校の電話が使用できなくなった場合に 

は、非常用の通信手段を確保する。 ファクシミリやメールが有効である。また、教職員の所 

有する携帯電話を、本人の同意を得た上で、連携を図る必要のある機関に番号を伝え、非常 

用電話として利用することも考えられる。 

⑨ 報道機関への対応  

報道機関の取材を受けた経験が少ない場合等、十分な対応ができないことも考えられるので、 

教育委員会から助言を得ながら対応する。  

＜報道機関への対応＞  

ⅰ 対応の基本的姿勢  

報道機関への対応については、次の姿勢で対応する。  

ア 情報の公開  

イ 誠意ある対応  

ウ 公平な対応  
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ア 情報の公開 

個人情報や人権等に最大限に配慮しながら、事件・事故についての事実を公開して 

いく姿勢で対応し、事実を隠しているのではないか等の誤解が生じないようにする。  

また、公開できる情報はきちんと伝えるが、プライバシー保護等の理由から伝えら 

ない場合、その旨を説明し、理解を求める。  

イ 誠意ある対応  

報道を通じて、事件・事故の概要だけでなく、学校の対応状況や今後の方針を広く保護

者や地域の人々に説明できる。学校と報道機関との関係が協力的なものとなるよう、誠

意をもって対応する。  

ウ 公平な対応  

報道機関に情報を提供する場合、どの機関に対しても公平に情報を提供する。 

ⅱ 対応のポイント  

ア 窓口の一本化  

イ 報道機関への依頼  

ウ 社名、記者名、連絡先等の確認  

エ 取材意図の確認及び準備  

オ 明確な回答  

カ 教育委員会との連携  

キ 記者会見の設定  

ア 窓口の一本化  

取材要請があった場合、対応は校長または教頭が窓口となり、一本化する。どちら 

が窓口となるかについては、あらかじめ協議しておく。  

イ 報道機関への依頼  

多くの取材要請が予想される場合、生徒の動揺を防ぎ、正常な学校運営を維持する 

観点から、取材に関しての依頼を文書等により行う。  

〔依頼内容(例)〕 

□校内の立ち入りに関して  

□取材場所、時間に関して  

□生徒や教職員への取材に関して 等  

ウ 社名、記者名、連絡先等の確認  

取材要請があった場合、後に連絡が必要となることがあるので、必ず社名、記者名、 

連絡先等を確認しておく。  

エ 取材意図の確認及び準備 

あらかじめ取材意図等を把握し、予想質問に対する回答を作成することなどにより、 

的確な回答ができるように準備する。その際、事実関係が正確に把握できているか、 

推測の部分はないか、人権やプライバシー等への配慮はできているかなどの点に留 

意する。  

オ 明確な回答  

不明なことや把握していないことは、その旨を明確に答える。誤解につながるよう 

なあいまいな返答はしない。  

カ 教育委員会との連携  

記者会見を開く際の留意事項等に、助言を得るなど教育委員会に支援を要請する。  

キ 記者会見の設定  

取材要請が多い場合は、教育委員会と連携を図り、記者会見を開くことで対応する。 
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その際、会見場所、時間等については、学校運営が混乱しないよう考慮した上で決 

定する。取材が長期化する場合は、記者会見を定例化することも考えられる。  

 

（２） 危機発生時の緊急対応のモデル その１   ＝ 初動対応の①～⑤ ＝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※校長不在時の対応判断・指示
又は

　　　

　・応急措置 　・動揺を鎮める 　・施錠等による 　・行為の制止

　・救急車の要請 　・場所の移動 　　立ち入り禁止 　・負傷の有無確認

　・事情聴取 　・事実確認 　　措置 　・場所の移動

　　（可能な場合） 　・事情聴取

　・救急車への同乗

　　（事情説明）

1 いつ
2 どこで
3 だれが
4 何を
5 なぜ
6 どのように

さ 最悪の場合を考えて

し 慎重に

す すばやく

せ 誠意ある行動

そ 組織的に

○負傷生徒 ・継続した心のケア

○負傷生徒の保護者 ・誠意ある態度での対応

○加害生徒 ・暴力行為等には毅然とした態度で

○加害生徒の保護者 ・今後の対応について理解を得る

○他の生徒 ・関係生徒の人権やプライバシーに配慮

・教職員間で説明内容の共通理解を

○他の生徒の保護者 ・保護者説明会等の開催の有無

○報道関係 ・窓口の一本化と誠意ある対応

教務主任

※危機管理のさしすせそ

２２－２１３１

佐伯警察署

鶴見駐在所
３３－１１３１

・事実の連絡

・来校の依頼
 又は家庭訪問

　　の実施

負傷生徒の
保護者

教育委員会
加害生徒の

保護者
消防 警察

・搬送先の
　　病院名等

・救急車の要請

２２－４６７０

２２－４０６４

119

・事実の連絡

・事実の連絡

（東部分署）
３３－０２９４

・支援の要請

④対策本部の設置

（校長・教頭・生徒指導主事等）

関係機関と
の連携

・事実の連絡

・事実の整理
・今後の対応方針の決定
・役割分担の決定
・記録

緊急職員会議

・情報の共有化

・役割分担

・留意点の確認

⑤組織的な対応　　　「報告・連絡・相談」の徹底

教育委員会
との連携

⑦再発防止の取り組み

教育委員会へ報告書の提出

関係機関との継続的な連携

⑥問題の背景分析

ＰＴＡ、地域
との連携

・反省、謝罪、再発の防止等ていねいな指導

※５Ｗ１Ｈ

①発見・通報・初期対応

②情報の集約

※可能な限り、多くの職員で対応する

負傷生徒への措置 周囲の生徒への措置 現場の保存 加害生徒への措置

校長 教頭 生徒指導主事

緊急対応の周知
③緊急連絡

事件・事故発生

　　　複数で分担して）

（５Ｗ１Ｈ※→
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※ 職員の連絡体制は「緊急メール」及び「当年度職員連絡網」による。モデル③の時点までに校長以下全員（関

係職員）に連絡し、緊急職員会議に備える。 

 

 

危機発生時の緊急対応のモデル その２    ＝救急および緊急連絡体制＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※緊急連絡体制作成時には、 

① 現地の長および対策本部（学校）の長との指揮・連絡系統を明らかにしておく。 

   ② 現地医療機関の確認・搬送体制を確認し、緊急体制を確立しておく。 

   ③ 学級連絡網・学級名簿・職員連絡網・緊急連絡先一覧（右例参照）等の点検・携帯を忘れない。  

□
□
□

□

□ □ □
□

□ □ □
□ □ □

救護活動

情報の収集・整理

外部との対応

教育再開準備

□報道等各機関との対応

※付添搬送

必要な場合は急行

□指導計画の見直し作成

救急車の要請
（１１９）

保護者 教育委員会

安全確保支援

避難・誘導

被害の抑止

被害の防止

学校医

相談

指導

医療機関

※付添搬送

警察への要請
（１１０）

養護教諭

負傷者等の
状況把握

症状の確認

応急手当

※付添者は逐次状況報告

協力要請と緊急通報

近くの教職員

事件・事故発生の連絡

教職員

対応・指示

連絡・報告

指示

報告

校　長
（教頭）

□生徒の様子

事
件
・
事
故
対
策
本
部

□記録・連絡・報告等

□保護者説明会

□市教委との連携

□安全管理の見直し・充実

□安全教育の見直し・充実

再発防止策の実施

□指導体制の整備

□施設・教材等の準備

□負傷者等の処置

□健康状態の把握

□心のケア

□事件事故の概要・課題

連
携

発 見 者

発生の事態や状況把握

近くの生徒の安全確保

指示

報告

事態や状況

の把握・判断

事件・事故発
生

処　置

対応

※この例を参考に、遠
足・教育キャンプ・修学
旅行・大会参加等の校外
の教育活動中の事件・事
故など緊急事態発生時の
対処、救急および緊急連
絡体制を確立しておく。
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【参考資料】                    『学校における危機管理チェックリスト』 

【活用の目的とねらい】このチェックリストを活用して、学校内で議論を行うことにより、さまざまな問題に気づき、そ 

れらに対して、適切な対応を行っていく。 

 

１ 社会・経済情勢、世論・世評の変化の確認 

□実施している教育活動や業務が、開始時と比べて、社会情勢等の前提条件が変わってしまったことにより、経費の増加、

保護者の理解等、何か問題が生じる可能性はありませんか？ 

２ 法律等の改正についての確認 

□教育活動や業務を実施する際に根拠としている法令等について、十分な注意を払っていますか？ 

□法律・条例・規則等の改正は行われていませんか？ 

□国等から、新たな通知や通達が出されていませんか？ 

□訴訟等にかかる新たな判決が下されていませんか？ 

３ 他の学校等の現状と問題点の確認 

□他の学校や企業等で発生した、不祥事や事故と同様の事象が発生するおそれはありませんか？ 

４ ルールの遵守についての確認 

□法令、規則等に定められた手順を省略するなど、正規の手順に従わずに教育活動や業務を実施していることはありません

か？ 

５ 情報の適正な取り扱いについての確認 

□教育活動や業務を進める上で必要な情報は、教職員間で共有されていますか？ 

□教育活動や業務を実施する過程において、管理職や関係教職員に報告・連絡・相談をタイミングよく行っていますか？ 

□情報を、適正に収集、管理、使用していますか？また、正当な理由なく、個人情報を第三者へ開示したり目的外の利用を

行ったりしていませんか？ 

６ 批判や苦情についての確認 

□実施している教育活動や業務に対して、保護者や地域住民から批判や苦情を受けていませんか？ 

□教職員の対応・行動で、保護者や県民から批判がでるおそれのあるものはありませんか？ 

７ 教育活動や業務の進行管理についての確認 

□教育活動や業務は予定通りに進行していますか？ 

□教育活動や業務が予定通りに進行していない場合には、その遅延・障害要因をチェックし、必要な対策を講じるなど、予

定通り進行するように努力していますか？ 

□校長の承認を経ずに、教育活動や業務を実施しているようなことはありませんか？ 

□複数の教職員によって分掌しなければ、横領等教職員の不正につながるようなリスクのある業務や手続については、複数

の教職員が担当するか、または必ず管理職等のチェックが入るなど、業務の流れのなかでチェック機能が働く仕組みにな

っていますか？ 

８ 教育活動や業務上必要とされる知識・スキルについての確認 

□教育活動や業務遂行のために不足している能力・スキルがあった場合、必要に応じ研修等で学習し修得していますか？ 

９ 外部委託先の業務内容についての確認 

□業務委託先の企業等が、契約等で定められた事項について確実に実施していることを確認していますか？ 

□契約上、不履行等問題が生じた場合の対応は考慮されていますか？ 

10 校務分掌の観点についての確認 

□各分掌間の“もたれあい”などから分掌間の隙間に陥り、責任体制が不明確になってしまったケースはありませんか？ 

□“連絡ミス”などから、他の分掌とうまく連携がとれなかったケースはありませんか？ 

11 安全についての確認 

□教育活動や業務を実施するにあたり、安全確保対策を確実に施していますか？ 

□異常や危機の兆候が発見された場合は、最善の安全措置をとっていますか？ 

12 コンプライアンス（法令、倫理規定の遵守）についての確認 

□人権を尊重し、相手の立場に立って考え、行動していますか？ 

□児童生徒や保護者等に対し、誠実に接するとともに、節度ある健全な関係を保っていますか？ 

13 オープンなコミュニケーションについての確認 

□「風通しの良い職場」になっていますか？ 

14 危機発生時の対応についての確認 

□危機が発生した場合に、まず何をなすべきかを知っていますか？ 

 

  



- 9 - 
 

４ 危険等発生後の対応について 

 

事故発生後、速やかな生徒の安全確認と、安全を確保した下校方法等を検討する。 

（１） 安否確認 

 事故等は、必ずしも教職員が付いている授業だけではなく、休憩時間や放課後、さらには登下校中にな

どを含めた活動・時間帯に発生するおそれがあり、生徒の負傷の状況や安否確認を収集する必要がある。

生徒だけではなく教職員が負傷していることも考えられるため、安否確認できる体制を複数整えておくこ

とや情報の集約については担当を決めて組織的に把握しておく。 

［安否確認の内容と教職員の対応］ 

 安否確認については、状況別に整理しておく。学校以外の場所に避難していることも想定し、緊急事態

に迅速に情報提供してもらえるよう学校周辺の店や民家、子ども１１０番の家等と日頃から体制を作って

おく。また、学校からの情報発信について、通信網が不通の場合に備え、地域や避難施設の掲示板などの

活用や、事前に保護者等とルールを決めておく。 

 ①生徒が学校内にいる場合の安否確認 

  ・負傷者がいるかどうか、全員を集合させるもしくは、授業等の担当者が把握して報告する。 

  ・休憩時間や放課後などは、生徒の状況把握がl困難となるため、教職員はあらかじめ決められたそれ

ぞれの担当場所に急行し、速やかに負傷者の有無を確認する。 

  ・生徒が校舎外に出て、学校周辺の店や民家、１１０番の家などに避難していないかを調べる。 

  ・校外活動中の場合も上記のような安否確認を行い、学校に報告する。   

 ②生徒が登下校中や自宅にいる場合の安否確認 

   生徒の自宅やその周辺、学校周辺の店や民家、子ども１１０番の家、避難所などに避難している者

がいないか、ケガをしていないかを調べる。その際、教職員は被害（二次被害等も含め）に巻き込ま

れないように注意する。 

 ③安否確認の集約 

  ・職員室や事務室など、各学校で情報を集約する場所、総括担当者を決め、確認を進める。 

   （事前に負傷者名簿を備えておく） 

  ・負傷者がいる場合には、速やかに、応急手当での実施や救急車の要請などの対応に移る。 

  ・学校の電話に問い合わせが殺到し、使用できなくなりことに備え、連絡・通信手段の複線化を図っ

ておく。 

 

（２） 引き渡しと待機 

 生徒の登下校の安全確保を図るために、学校に待機させるか、保護者に引き渡すかなど、状況を把握し、

生徒の安全を第一に考えた判断をする。校長は、緊急の対応を実施することを全教職員に周知し、事前に

定められた役割分担に従い、直ちに具体的な対応を行う。事故等により停電で情報手段の遮断されること

も予想されることから、あらかじめ学校と保護者との間で確認しておく。また、地域住民、保護者、ボラ

ンティア等の対応を確認した上で、必要に応じて学校が行う緊急対応への支援を求めるなど、地域と効果

的に連携する。 

 ①引き渡しの判断 

   引き渡しの判断時には、地域の様子や被害の状況、今後の見通しなどの情報を複数の方法で収集し、

生徒の安全を最優先にして判断する。その際、例えば下記のようなことに留意して「判断することが

必要になる。事故等の発生後、安全が確保された場合でも、生徒が不安や恐怖心を抱いているときに

は、保護者に引渡をしたり、保護者による登下校時の引率やボランティア等による巡回をしたりとい

った配慮を行う。 

引き渡しの判断基準 

〇通学路に被害が発生していないか     〇地域の被害が拡大するおそれがないか 

 〇下校の時間帯に危険が迫ってこないか 〇引き渡す保護者にも危険がおよばないか 
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大雨や雷等の自然災害での引き渡しの判断 

 大雨が降っていたり、雷が鳴っていたりしている場合に下校させることは危険。事前に気象情報や警報

等の情報を速やかに収集し、危険に遭わないよう下校又は待機（避難）を判断する。また、学校周辺だけ

でなく、生徒の通学路の状況や公共交通機関等も踏まえて判断する。 

 

②引き渡し手順の明確化 

引き渡しの際には、一度に多くの保護者が集まり、混乱、錯綜することが予想されるため、あらか

じめ引渡の手順を明確にしておく。例えば、年度初めに、緊急時引渡カードに引渡者を登録し、確実

に引渡が行えるよう、生徒及び保護者と手順を確認しておく。家庭の状況により、保護者等の帰宅が

困難になるような家庭の生徒については、学校に留めるなどの事前の協議・確認も行っておく。校外

活動中、登下校中の対応についても同様に、事前に協議・確認しておく。また、障がいのある生徒に

ついては、一層の配慮が必要になることから、個々の実態を踏まえた対策を行う。 

 

③引き渡しカード[資料１] 

 

④引き渡しマニュアル[資料２] 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

③［資料１］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

 

②[資料２]  
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災害状況等 避難所の状況 協力内容としての考えられる例

事故等発生

地域住民等の学校への避難

避難所の開設

避難所の管理・運営

自治組織の立ち上がり

自治組織の確立

避難所機能と学校機能の同居

避難所機能の解消と学校機能の正常化

日常生活の回復

救
命
避
難
期

生
命
確
保
期

生
活
確
保
期

学
校
機
能

再
開
期

〇施設設備の安全点検
〇開放区域の明示
〇駐車場を含む誘導　等

〇名簿作成
〇関係機関への情報伝達と収集
〇水や食料等の確保
〇備蓄品の管理と仕分け、配布等
〇衛生環境整備

〇自治組織への協力
〇ボランティア等との調整
〇要援護者への協力　等

〇学校機能再開のための準備

（直後～）
ライフラインの途絶
地域社会の混乱
継続する余震　等

（数分後～）
消防・警察・自衛隊等の救助
開始

（数日後～）
応急危険度判定士による安全
点検

（数週間後～）
仮説住宅等への入居等

 
（３） 教育活動の継続 

 生徒の安全が一旦確保された後は、その後の対応や対策についての方針・具体的業務内容を決め、教育活動の継続に

ついて決定していく必要がある。事故等の被害の状況によっては、校舎が使えなくなったり、必要備品が揃わなかった

りすることも考えられる。また、停電等により情報収集が円滑にできないことも考えられ、臨機応変な対応が求められ

る。 

  ・校舎内の安全な場所で学習スペースを確保する。校舎が使えない場合は他校を私用することも検討する。 

  ・事故等の発生現場等の使用は避けた校舎の使用計画を検討する。 

  ・養護教諭・スクールカウンセラーや学校医等と連携し、生徒の心身の状態に配慮しながら検討する。 

［避難所運営との調整］ 

 学校施設が避難所となる場合には、おおよそ次の図のようなプロセス（一例）が考えられる。避難所の運営に一義的

な責任を持つ各自治体の防災担当部局等と教職員が協力出来る内容についてあらかじめ調整しておくとともに、運営方

策を検証、整備していくことが必要である。その際、教職員の勤務時間帯であっても休暇や出張等で教職員が不在の場

合や、勤務時間外では教職員が学校に参集するのに一定の時間が必要あること等により、少人数で運営を担わざるを得

ない事態が発生することを考えておくことが大切である。また、教育活動の円滑な最下位を見据え、仮説トイレ等の避

難所として必要なスペースの設置場所、車両の進入等の場所等の避難所としての学校施設の利用計画が十分であるかを

確認しておく必要がある。 
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第２部 事項別危機管理マニュアル（緊急対応の要点と未然防止のポイント） 

 

 １ 台風・集中豪雨等の風水害 

 

台風・集中豪雨  

     

（１）情報の収 

集 

 □テレビ・ラジオ・インターネット・１７７電話等で気象情報を収集する。 
□教育委員会や町（振興局）の担当課等からの避難情報等の収集。 
□地区内および通学路の土砂崩れ等がないかの情報収集。 
□※自宅待機措置等の場合は職員による安全確認。→迂回路、通学路変更指示。 
□環境整備と予防策 
○台風等事前に分かっているばあいは、体育館・特別棟・教室の窓の暴風雨対策をする。 

○樹木、堀、ガラス窓、戸口などの補強や、置物、道具類の片付け等の事前対策。 

 

  
   

（２）下校・待

機・臨時休

業等の判

断  

 

＜対策本部設置＞ 

 

下校させ

る場合 

□安全な下校ができる時間内に下校させる。 

※場合によっては、スクールバスの時間変更、保護者の送迎を要請する。 

□生徒の帰宅確認（帰宅即担任への電話）を学級ごとに行う。 

※帰宅確認時に家庭での保護者、大人の在宅状況もつかんでおく。 

 

   

 
学校で待

機 さ せ

る場合 

□早めの下校措置がとれなかった場合でなおかつ風雨の状態が一時的と判断される場

合については、学校での待機もありうる。 

※ただし、待機後の下校措置が安全にできるかどうかの判断を行うこと。 

※生徒の引き渡し等のための連絡網（携帯）の確認。 
 

  

 

自宅待機

さ せ る

場合 

□前日または当日のあらかじめ決めておいた時間に、校長のもと「自宅待機」の決定 

を下す。 

□教頭は職員連絡網で職員に周知、担任は学級連絡網で各家庭に周知する。 

□職員については出勤を原則とする。職員の安全出勤が危ぶまれる際は、勤務対応等

別途校長が連絡する。 

□待機の解除は、通学路の安全状況が確認された後。 

※ただし、可能な交通手段の確認を必ず行って決定のこと。 

※自宅待機が長時間続き登校・出勤が困難と判断される場合、「臨時休業」の連絡を

職員、生徒に行う。 

 

  
  

（３）事後の対応
と措置 

 □学校再開の前に、 

 ①通学路の安全確認（ＰＴＡ役員による情報、職員による現地確認） と 

②通学手段の確認（スクールバス・路線バス、自転車、保護者送迎） を行う。 

③学級担任より生徒連絡網で登校（時間・日課等）連絡。 

□施設設備の被害状況の確認し、市教委に報告。 

 

 

被害を最小限に防ぐポイント  

 

（１）情報収集手段の整備・点検 

   ①ラジオ・テレビ・電話・ファクシミリ・インターネットおよび防災無線の整備・点検。 

   ②教職員連絡網・生徒（保護者）連絡網、関係諸機関連絡先一覧の作成・点検。 

   ③情報収集のためのＰＴＡ役員や区長等との情報連絡体制を整えておく。 

（２）校区内の危険箇所の把握および周知 

   ・佐伯市および鶴見振興局等への照会（鶴見地区ハザードマップ）により、校区内の危険箇所（土石流危険箇所等）を把握し、

生徒・保護者および教職員に周知しておく。 

（３）通学路の確認 

   ・家庭訪問、交通指導、下校指導等の機会を活用して、日頃から生徒の通学路の安全、危険箇所を確認しておく。 
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被害を最小限に防ぐポイント  

（１）情報収集手段の整備・点検 

    携帯用ラジオ・ハンドマイク・防災無線等の整備と点検。 

（２）防災体制の確立 

   ・日頃から教職員の危機管理意識を高めるとともに、マニュアル等に基づいた防災体制の点検・整備をしておく。 

   ※佐伯市防災マニュアルによると、鶴見中学校は「避難勧告・避難指示発令時に利用できる避難施設」に指定されていない。

立地条件から、振興局・市教委と連携をとりながら避難所としての運営体制の整備・確立も求められる。 

（３）実践的な避難訓練の実施 

   ・生徒が地震発生時に落ち着き、正しい行動がとれるように、日頃から緊急時の安全な行動の取り方について理解させておく

とともに、様々な場面を想定した防災避難訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６時間後
大津波
警報が
解除

・疲労感や絶望感
・家に帰りたいとい
う訴え
・家族に会いたい
という訴え

・津波と崖崩れなど
により、梶寄方面や
吹方面の道路が不
通になっている
・トンネル内の崩落
により不通になって
いる
・津波は収まった
が、一部の土地は
冠水している

・寒いという訴え
・暗いと不安という
訴え

・火災の火が見える
ほか何も見えない

・通学路の安全確認や交通機
関の運行状況の確認
・児童の保護者への引渡
※保護者と連絡が取れるまで
学校で待機
・被害状況を確認し教委へ報
告
・教職員へのケア（休息や家族
の安否確認が必要）

・津波災害での引渡方
法について定め、保護
者に周知する

避難後
２時間が

経過
津波が何度も

襲来

・トイレに行きたい
という訴え
・おなかがすいた
という訴え
・季節により、暑さ
や寒さの訴え

・津波や火災で変わ
り果てた町が見える

・校内のトイレ・電気・水道が使
用可能か確認
・備蓄していた水や食糧があれ
ば配給する
・暖をとるための対策をする

・簡易トイレ
・飲料水
・非常食

避難後
８時間が経過
暗くなってい

る

・ラジオやスマートフォンなどで
情報収集
・住民と協力し、たき火をして暖
を取る
・非常食を分け合って食べる
・生徒も可能な範囲で作業を手
伝う

・情報収集の手段
・照明
・電源
・火（ライターなど）

津波の
第１波を

確認

・津波の様子に
ショックを受けてい
る
・津波の様子を見
ようとして、体育館
側の斜面へ行こう
とする

・木造住宅が破壊さ
れたり流されたりす
る
・漁船が陸地に流れ
てくる
・石油タンクやプロ
パンガスボンベが流
されて火災が発生

・生徒の様子を観察し、適切に
助言
・被害等の情報収集

・自助の観点や生徒の
気が紛れるように、生
徒にも役割を持たせる

（５）事後の対応
と措置
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３ 火災 

火災（発生） 
 ※風水害・地震津波は予期できぬ故に緊急対応に高度の判断力が求められるが、火災については、予

防の観点からの危機管理こそ重要である。そのうえでもし発生したら・・・。  

     

（１）状況把握 

  および安 

 全確保 

 □火災発生場所を確認する。（職員室の火災受信機または通報） 
□消防署に通報（１１９番）する。 

□通報と同時並行で校内放送をおこない避難指示をする。 
 「○階○○教室で火災が発生しました。生徒は運動場に避難しなさい。」２回 
□可能な場合 ①初期消火 

       ②搬出書類・物品の搬出  等を行う。※生徒の安全避難優先。 
□授業担当者、各部屋の職員は避難経路を確認（火元に遠い経路から）、生徒を誘導する。 
※状況をふまえ、管理職の判断で対策本部を設置する。 

 

     

（２）避難指示お 

 よび誘導 

 □生徒の動揺をおさえ、指示に基づき整然と避難・誘導する。 

 ※「押さない・走らない・しゃべらない・もどらない」（お・は・し・も）の指示と誘導。 
□配慮を要する生徒のサポートを行う。他の職員の要請、場合によってはリーダー生徒等。 
□逃げ遅れた者がいないかの確認をする。（教室から出るとき。） 

 

    

（３）避難場所で 

  の対応 

 □名簿（出席簿）による人員確認および負傷者の状況を確認する。 

□負傷者の負傷の程度に応じて、速やかに救急車を要請するとともに、養護教諭等による応急処置を
行う。 

□生徒や教職員が負傷した場合は、処置の対応も含め保護者や家族に連絡する。 

□避難後の対応（下校指導等）を決定し指示・指導する。 

 

    

（４）事後の対応

と措置 

 □管理職は、学校の状況を教育委員会に報告（第一報）し、必要があれば支援要請を行う。 
□今後の対応等についての緊急職員会議。 
 ①今後の教育活動の再開について。（当面の施設使用状況と通常日課への復帰） 

 ②生徒への指導。 
 ③保護者説明会等。 
□情報の混乱を避けるため、関係機関や報道機関等への対応は、管理職が行い窓口を一本化する。 

□ＰＴＡ役員会、保護者説明会等を設け、保護者に対して説明と連絡を行う。 
□カウンセラー等による生徒等への心のケアに配慮する。 

 

 

未然防止のポイント  

 

（１）火の扱いに対する学習 

①生徒に対して、授業や学校生活の中で日常的に「火の便利さ」と扱いの不十分さによる「火の怖さ」について理解させる。 

②火を取り扱う学習時（家庭科、理科、特別活動、総合的な学習など）には、特に安全対策第一を考え、正しい火の取り扱い

について指導するとともに、火災へとつながりやすいふざけや誤った操作がないように学習ルールを確立する。 

（２）消化器・消火栓の扱いの学習 

・教職員は、消化器・消火栓の場所を確認しておき、火災時に使用できるように、学習訓練をしておく。 

（３）避難方法の訓練 

・生徒、及び教職員が火災発生時に安全かつ迅速に避難できるように、防災訓練を計画的に実施する。 

（４）消防自衛組織作りと役割と意識化 

・校長を隊長とし、各教職員に任務分担した自衛消防隊を編成する。また、各教職員は自分の役割・責任について理解する。

更に、管理職不在の時でも迅速に対応できるように機能的な組織にしておく。 

（５）火災に結びつく場所や物の日常点検 

・火災発生の元（原因）となりそうな場所 ＜給湯室・理科室・家庭科室＞等を日常点検する。 

（６）整理整頓 

・校内の整理整頓をし、特に灯油等引火性のある油類については厳重に保管する。 
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４ 不審者の侵入 

 

不審者の侵入 
 ※ 突然の校舎内（教室）への侵入のケース 

※ 通常は、インターホン応対・監視カメラ映像の様子で判断する。  

     

（１）生徒の安全

確保と不審

者への対応 

 □当該教室（場所）の教職員は、不審者と生徒の間に入り、生徒を防御する。 
 ※①生徒の安全な避難。 

  ②職員の安全をどう確保するかの判断と行動。 
□可能な場合は、手近な道具（モップ・椅子・机・消化器等）を活用し、不審者の移動を阻止する。 
□不審者の様子を観察し、効果的な阻止行動をとる。 

 ※語りかけ。誘導隔離等。 
□武器／刃物等の有無の確認。 
□生徒との距離を確保した後、大声で、生徒に避難を指示する。可能なら、職員室へ連絡するよう生

徒に指示する。 
  「外へ逃げろ」等。 
□大声で、他の職員を呼ぶ。（応援および通報の依頼。） 

 ※応援は男性職員が急行する。さす又等の携行。 

 

     

（２）不審者への

対応 

 □当該教室の教職員は、不審者との間合いに注意を払いながら、不審者の移動を阻止する。 
□応援に駆けつけた教職員は、役割を分担して、生徒の避難の安全確保と不審者の阻止に分かれる。 
 ※他教室の生徒も全員避難させる。（避難場所＝運動場）  

 

   

（２）関係機関への

緊急連絡 

 □連絡を受けた教頭（職員室在室職員）は、警察に通報するとともに必要に応じて救急車を要請する。

佐伯警察署２２－２１３１ 鶴見駐在所３３－１１３１ 
□通報と同時並行で校内放送をおこない避難指示をする。 
 「○年のタンガ先生、職員室へお戻り下さい。」２回  

    

（３）生徒の安全避

難と隔離 

 □不審者阻止にあたっている職員以外の教職員（女性職員中心）は、避難場所に集合した生徒の掌握
（人員および負傷等の確認）を行い、管理職に報告する。 

□警察の到着まで、阻止の状態に気をつけながら現場待機する。 
※万一不審者が移動してきた場合は、距離を十分とる場所に移動させる。 

 

    

（４）負傷した生徒

職員への対応 

 □養護教諭等は、負傷者の応急処置を行うとともに、救急車が来たら同乗し、医療機関へつきそう。 
□他の１名も自家用車で同時に医療機関へ同行する。 
□担任は、負傷した生徒の保護者に連絡をとり、負傷状況や搬送先の病院名等を伝える。  

    

（５）不審者の身柄

確保 

 □警察によって不審者の身柄確保を行う。 
□完全な確保を見届けて、管理職は避難場所集合隊形を解く。 

 

    

(６) 事後の対応

と措置 

 □管理職は、教育委員会に状況報告を行う。（第一報）  

□情報の混乱を避けるため、関係機関や報道機関等への対応は、管理職が行い窓口を一本化する。 
□ＰＴＡ役員会、保護者説明会等を設け、保護者に対して説明と連絡を行う。 
□カウンセラー等による生徒等への心のケアに配慮する。 

 

 

未然防止のポイント  

（１）防災体制の確立 

①日頃から教職員の危機管理意識を高めるとともに、不審者侵入事故を想定した対応訓練を実施する。 

 ※不審者を隔離するための具体的な対応の仕方、警察、消防署への通報を取り入れた訓練などの実施。 

②生徒に対しても不審者対策を想定した避難訓練を実施する。 

③生徒に対する安全教育の中に、被害に遭わないための行動のあり方、被害が発生した場合またその恐れがある場合の行動の

仕方について指導する。 

（２）不審者の侵入防止体制の整備【３段階チェック体制】 

①校門 ・出入り口の限定（根性坂下のみ） ・「関係者以外の校内立ち入り禁止」の表示 

②校門から校舎入り口まで ・インターフォンでの受付対応 ・職員が来訪者を見かけたら必ず声をかける。 

③校舎への入口 ・入口や受付の指示・明示 ・通常日、生徒登校後は職員出入り口のみの開放するようにする。 

（３）警察署（駐在所）や家庭・地域との連携 

・不審者情報の家庭への発信。 
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不審者対応 

（１）不審者への対応 

□当該教室の教職員は、不審者との間合いに注意を払いながら、不審者の移動を阻止する。 

□応援に駆けつけた教職員は、役割を分担して、生徒の避難の安全確保と不審者の阻止に分かれる。 

     ※他教室の生徒も全員避難させる。（避難場所＝職員室または音楽室）  

（２）関係機関への緊急連絡 

□連絡を受けた教頭（職員室在室職員）は、１１０番通報するとともに必要に応じて救急車を要請する。 

□通報と同時並行で校内放送をおこない避難指示をする。 

     ○不審者が１階にいる場合「１年のタンガ先生、職員室へお戻りください。」２回 

○不審者が２階にいる場合「２年のタンガ先生、職員室へお戻りください。」２回 

（３）生徒の安全避難と隔離 

□不審者阻止にあたっている職員以外の教職員（女性職員中心）は、避難場所に集合した生徒の掌握（人員および負傷等の確 

認）を行い、管理職に報告する。 

□警察の到着まで、阻止の状態に気をつけながら現場待機する。 

※万一不審者が移動してきた場合は、距離を十分とれる場所に移動させる。 

（４）負傷した生徒職員への対応 

□養護教諭等は、負傷者の応急処置を行うとともに、救急車が来たら同乗し、医療機関へつきそう。 

□他の１名も自家用車で同時に医療機関へ同行する。 

□担任は、負傷した生徒の保護者に連絡をとり、負傷状況や搬送先の病院名等を伝える。 

（５）不審者の身柄確保 

□警察によって不審者の身柄確保を行う。 

□完全な確保を見届けて、管理職は避難場所集合隊形を解く。 

（６) 事後の対応と措置 

□管理職は、教育委員会に状況報告を行う。（第一報）  

□情報の混乱を避けるため、関係機関や報道機関等への対応は、管理職が行い窓口を一本化する。 

□ＰＴＡ役員会、保護者説明会等を設け、保護者に対して説明と連絡を行う。 

□カウンセラー等による生徒等への心のケアに配慮する。 

 

避難場所と経路 

（１）避難場所の考え方 

   ○避難場所としては職員室か音楽室を選択する。 

   ○不審者からできるだけ離れた場所を優先する。 

   ○不審者の侵入を阻害するバリケードを作れる場所を選択する。 

   ○個別ではなく、集団で避難できる場所を選択する。 

    ※どうしても校内での避難が難しい場合は「鶴見地区コミュニティーセンター」へ避難する。 

（２）避難経路の考え方 

〔不審者が１階にいる場合〕 

    ○１階の教室はそれぞれ外に面したドアから避難し、外を回って職員室へ避難する。 

    ○２階からはそのまま職員室か音楽室へ避難する。 

〔不審者が２階にいる場合〕 

    ○１階の教室は職員室へ避難する。 

    ○２階からは音楽室か職員室、または美術室前を通り、外を回って職員室へ避難する。 
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（３）避難経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡方法 

（１）職員間の連絡 

   ①部外者を見かけた場合は必ず声をかけ、できるだけ大きな声で話す。 

   ②不自然に大きな声での会話が聞こえた場合は近くの職員が必ず確認をする。 

     ※応援が必要な場合は「手や肩が痛む様子で手や腕を振る」 

   ③話している職員が手を振る仕草を見たり、違和感を感じた場合はすぐに職員室へ連絡する。職員室にいる職員は複数でその

場に向かい、状況によって１人が職員室へ戻る。 

   ④放送で次の内容を緊急放送で放送する。 

    不審者が１階にいる場合「１年のタンガ先生、職員室へお戻りください。」２回 

不審者が２階にいる場合「２年のタンガ先生、職員室へお戻りください。」２回 

（２）生徒を介した連絡 

   ①部外者を見かけた場合は必ず声をかけ、できるだけ大きな声で話す。 

   ②近くに職員がいない場合は生徒に「タンガ先生を呼んできて」と呼びかけ、職員室へ行かせる。 ※必ず複数の生徒を職員 

室へ向かわせる。 

   ③生徒から連絡を受けた職員は他の職員と共有し、複数でその場に向かう。 

     ※連絡に来た生徒は職員室に待機させる。 

（３）外部への連絡（通報） 

   ①緊急事態を確認した場合はすぐに１１０番通報を行う。※１１０番通報のみが緊急扱い。 

 

 

 

 

〔避難場所〕 

○職員室か音楽室 

 

〔避難経路〕 

○最短コースで職員室か音楽室へ避難させる。 

○不審者の位置によって、校舎内を移動させる 

か、外を回って移動させるのかを選択する。 

〔施錠・防御〕 

○生徒の通過を確認してから職員室前の大扉と 

非常口を施錠する。 

くすの木１ 

学
習 

室
Ｃ 

くすの木１ 
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５ いじめ 

 

いじめ 
 〔いじめの基本認識〕 いじめは人権侵害であり絶対に許されない行為である。学校は、いじめら 

           れている生徒の立場に立ち、全力でその生徒を守り、問題の解決を図る。  

     

（１）被害生徒から

の事実確認

及び保護者

への対応 

 〔緊急対応のポイント〕管理職や関係教職員でこれまでの経過を共通理解し、家庭訪問を行う際の配
慮すべき点を確認する。家庭訪問には、学年主任等が担任に同行するなど、複数で対応する。  

〔生徒〕  □保護者の了解を得た上で、事実確認を行う。  
□生徒の思いや願いをしっかりと聞きながら、可能な限り詳細に聞く。  

□生徒の心情として、いじめられている事実を正直に言えない場合や、感情が高ぶる
ことがあるので、時間をかけて共感的にじっくりと聞きながら事実確認をする。  

〔保護者〕 □保護者の思いをしっかりと聞き、これまでの指導で不十分な点があれば謝罪をする。  
□生徒と保護者に、学校で安心して生活できるようにすることを約束するとともに、

具体的な対応については、今後、継続して連絡を取り合う中で説明することを伝える。 

     

（２） 対応方針の決 

定及び役割分担 

 □管理職や関係教職員で、これまでの情報と家庭訪問で得た情報をもとに協議し、課題を明確にするとと
もに、今後の指導方針及び指導内容、役割分担について決定する。  

□収集した情報は速やかに生徒指導担当者や管理職に伝えることができるように、教師の情報連絡体制

を整える。 
 

     

（３）いじめた生

徒・周囲の生徒から

の事実の調査・確認 

 □５Ｗ１Ｈに基づき、正確に事実を把握する。聞き取る際には、生徒の人権やプライバシーに配慮す
るとともに、思い込みや憶測が入らないように慎重に行う。 

□いじめた生徒から聞き取る際には、心理的な圧迫感を与えないように慎重に行う。  

□周囲の生徒から聞き取る際には、例えばグループで面接し「困っている友達はいないかな」などの
問いかけから聞き取りを行うなどの工夫を行う。 

 

    

（４）いじめた生

徒・保護者へ

の対応  

 □家庭訪問（または保護者召喚）等により、生徒と保護者に直接対応する。その際、担任だけでなく
学年主任が同席するなど、複数の教師で対応する。  

□生徒に 確認した事実に基づき 行った行為及びその行為を受けた生徒の心情を伝えるそして、行為
の重大性に気づかせ、反省を促すとともに、謝罪の方法等について共に考えながら指導する。  

□保護者に、いじめの解決を通して生徒のよりよい成長を促したいという教師の願いを伝え、協力を

求める。  
□保護者が孤立感を感じないように配慮し、保護者と共に解決に向けての取組を考えながら、家庭で
の子どもへの接し方等について助言する。  

 

    

（５）学級・学年全

体への指導 

 □いじめられた者のつらさを理解させるとともに、はやし立てたり傍観したりする行為がいじめを助

長させることを理解させ、いじめを許さない態度の育成を図る。  
□いじめの事実を伝えて指導する場合は、必ず本人と保護者の了解を得て行う。  

    

（６）指導の継続  

 □担任は、いじめられた生徒やいじめた生徒の保護者に指導経過を報告したり、その後の家庭での様
子について情報交換したりするなど、継続して生徒の成長を見守る。  

□関係した生徒の成長についての情報を教師間で定期的に交換し、共有化を図る。また、教師から声

をかけ、見守ってくれているという安心感を与えるようにする。 
 

    

（７）関係機関と

の連携  

 □生徒に対する継続的なカウンセリングを依頼するなど、スクールカウンセラーや相談機 関と連携
を図る。  

□暴力や恐喝等を伴ういじめについては、早急に警察との連携を図る。   

 

未然防止のポイント  

（１）いじめに関する校内体制の確立  

生徒指導担当を中心に、教師の認識を高める取組や、悩み調査を実施する取組、緊密な情報交換等により、いじめの早期発見

に向けた取組を充実する。また、いじめは絶対に許さないという教師の姿勢を、日ごろから折に触れ、生徒に示す。  

（２） いじめを許さない学校・学級づくり  

生徒会・生徒会活動や学級活動等を通じて、いじめを見かけたら、生徒がその場で注意することのできる、いじめを許さない

学校・学級づくりを行う。  

（３）教育相談の充実  

定期的な教育相談や、教師から積極的に声をかけて気軽に相談できるような場面づくりを心がけ、生徒一人一人と話し合う機

会を多くもつ。また、個人面接や集団面接等、面接方法も工夫する。  

（４）保護者・地域との連携  

保護者や地域からの情報が得やすいように、例えば登下校の様子等について、保護者や地域の協力者と定期的に連絡を取り合うな

ど、連絡体制を確立しておく。 
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６ 授業中（部活動中）の事故 

授業中（部活動

中）の事故発生 

 

※重傷が予想される場合。（部活動中の事故も準ずる。）  

     

（１）安全確保 
 □授業担当教師（部活担当教師）は、生徒を落ち着かせ、すべての活動を安全に気をつけながら中止

するように指示する。 
 

     

（２）状況把握 

 □授業担当教師は、次のことを確認する。  

ア 生徒の負傷の有無、負傷の程度   イ 教室や器具の被害の程度  

□授業担当教師は、ガス漏れや火災等の二次災害が起こりそうな場合には、避難の指示を出す。  

□授業担当教師は、安全を確認した後、警察等の現場検証に備えて、教室に施錠するなどして現場の

保存を行うとともに、現場の写真や対応等の記録を残しておく。 

 

     

（３）連絡 

 □授業担当教師は、インターホンの利用や生徒への依頼により、職員室や近くの教室で授業をしてい

る教師等に連絡し、応援を要請する。  

□その後管理職に連絡をする。   

    

（４）応急処置 

 □授業担当教師は、負傷した生徒の応急処置を行うとともに、負傷の程度により救急車の要請を他の

教職員に依頼する。                     ※救急救命法の習得 

□連絡を受けた養護教諭は、負傷した生徒の応急処置を引き継ぐ。  ※ＡＥＤの導入  

    

（５）保護者への対応 

 □担任は負傷した生徒の保護者に連絡をとり、負傷の状況や搬送先の病院名等を伝える。  

□管理職、担任、授業担当教師等が負傷した生徒を見舞い、負傷した生徒の保護者に正確な報告をす

るなど、誠意ある対応を行う。 
 

    

（６）事後指導 
 

□他の教職員は、他の生徒が平静に授業を受けられるように事後指導をする。 
 

    

（７）関係機関への報告 
 □管理職は、教育委員会に報告（第一報）を行い、今後の対応について指示を受ける。 

□必要に応じて、学校健康センターの補償制度の適用申請を行う。  

    

（８）対外的な窓口の一
本化 

 □情報の混乱を避けるため 、関係機関や報道機関との対応は、管理職が当たり、窓口を一本化する。 

 

  

未然防止のポイント  

(１) 指導計画の作成  

① 生徒がゆとりをもって活動（観察・実験）に取り組めるように、無理のない指導計画を立てる。  

② 活動中（観察・実験）での生徒の実態を十分把握し、安全にかかわる指導内容を指導計画に位置づける。  

※原則として、活動には担当教師がつくこと。担当教師不在時は、活動を中止する。 

(２) 活動（実験）前の安全点検 

① 経験を積んだ活動（実験）でも必ず事前確認（予備実験）を行い、安全性を確かめておく。  

② 実施する活動（実験）での器具や薬品の安全な取り扱いの指導とともに、万一事故が発生したときの処置の仕方についても

指導しておく。 

③ 部活動指導時は、当日の生徒の健康状態の充分な把握を行う。 

(３) 活動（実験）中の安全  

① グループ活動（実験）では役割分担を決め、責任をもって行うよう指導する。  

② 活動（実験）する場所を整理させる。不要な用具は片づける。  

③ 活動（実験）の注意事項を守らせる。          

④ 活動（実験）中は適切な机間指導を行う。 

（４）活動（実験）後の安全  

① 責任をもって後片づけをさせる。  

② 活動（実験）で生じた廃液や廃棄物の処理は、環境に配慮した適切な指導をする。  

③ 使用（実験）器具・用具を点検させ、元の場所に返却させる。 指導者による確認・施錠。 
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７ 熱中症の予防と対応 

 

熱中症の予防 

（１）事前の対応 

 ①教職員への啓発 … 全教職員で熱中症とその予防について共通理解を図る。 

 ②児童生徒等への指導 … 児童生徒等が自ら熱中症の危険を予測し、安全確保の行動をとることができるように指導する。 

 ③各校の実情に応じた対策 … 近年の最高気温の変化や熱中症発生状況等を確認し、地域の実情に応じた対策を検討する。 

 ④体調不良を受け入れる文化の醸成 … 気兼ねなく体調不良を言い出せる、相互に体調を気遣える環境･文化を醸成する。 

 ⑤情報収集と共有 … 熱中症予防に係る日々の情報収集の手段と全教職員への伝達方法を整備する。 

 ⑥暑さ指数(WBGT)を基準とした運動・行動の指針を設定 … 既存の指標を参考に、運動や各種行事の指針を設定する。 

 ⑦暑さ指数(WBGT)の把握と共有 … 暑さ指数の測定場所、測定ﾀｲﾐﾝｸﾞ、記録及び関係する教職員への伝達体制を整備する。 

 ⑧日々の熱中症対策のための体制整備 … 熱中症警戒アラート発表時の対応も含め、設定した指針に基づき、日々、運動や 

  各種行事での対策を決定・指示する体制を整備する。 

 ⑨保護者への情報提供 … 熱中症対策に係る保護者の理解醸成のため、熱中症対策を保護者とも共有する。 

 

（２）熱中症予防の体制 

 ①情報収集・発信 … 活動責任者が、活動前に活動場所の暑さ指数を測定し、記録を取る。熱中症警戒アラートが発表されたら、 

            スプレッドシートや学校メールで全職員に知らせる。 

 ②活動の内容変更、中止・延期の判断 … 暑さ指数３２以上で屋外活動を中止・変更、屋内活動は中止・実施形式を変更する。 

                       行事では、開催場所の暑さ指数等の情報を確認し、全職員で対応を判断する。 

 ③体制構築後の対応 … 活動担当者が、学校便りや学校メール、学校ＨＰに、熱中症予防の対応等を掲載し、保護者や外部と情 

              報を共有する。 

 ◇ポイント◇ 

  ・熱中症予防について、全教職員で共通理解を図るための研修等を実施。 

  ・学級担任は、生徒等から自ら熱中症の危険を予測し、安全確保の行動をとることができるように指導する。 

  ・近年の最高気温の変化や熱中症発生状況を確認し、地域や学校の実情に応じて具体的な予防策を検討する。 

  ・気兼ねなく体調不良を言い出せ、相互に体調を気遣える環境・文化を醸成しておく。 

 

（３）熱中症警戒アラート発表時の対応 

  アラート情報の入手（教頭） → 全教職員に連絡（学校メール等） → 対応を検討（全教職員で共通理解） 

 

（４）警戒アラートの発表がない場合の対応 

  暑さ指数の測定（教頭・活動担当者） → 指針に基づき活動等の対応を決定（全教職員で共通理解） 

   → （必要に応じて保護者に通知） → 活動中、暑さ指数の継続測定（教頭・活動担当者） 

   → 指針に基づき活動内容等の柔軟な変更 → （必要に応じて、下校時の対応を生徒に指導） 

 

 

熱中症発生時の対応 

  緊急時のための体制づくり … 熱中症が疑われる時には、放置すれば死に至る緊急事態であることをまず認識する。応急処置 

 を講じるため、次の①～④について学校の体制を確立する。 

 

 ①熱中症発生時の教職員の役割分担を定め、全員が理解しておき、職員室、保健室及び事務室等の見やすい場所に掲示する。 

 ②緊急時に連絡する消防署、医療機関、校内（管理職・養護教諭・学年主任等）及び関係諸機関等の所在地及び電話番号などを 

  活動を行う場所に掲示しておく。 

 ③救命処置（心肺蘇生とAEDの使用）や応急手当等に関する講習を行い、実際の対応ができるようにしておく。 

 ④救急搬送の必要な傷病者が出た場合に備え、各種行事前に現地消防組織、近隣医療機関と連携しておく。 
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８ アレルギーへの対応 

アレルギー 

症状の発生 

 

  

     

（１）救助の要請 

 □アレルギー症状発生時、発見者は生徒から離れず、助けを呼ぶ（養護教諭や職員室の教職員） 

□職員に「準備」「連絡」を依頼。 

 「準備」（緊急対応マニュアル・エピペン・AED等） 

 「連絡」（救急車の要請、保護者への連絡等） 

※時間がかかる場合は発見者が（２）の緊急性の判断を行う。 

 緊急性が高い場合は救急車を呼ぶ。 

 

 

     

（２）応急処置をし
ながら疾病の
程度の確認 

 □緊急性が高いアレルギー症状があるか。５分以内に判断をする。 

①全身の症状 □ぐったり □意識朦朧 □尿や便を漏らす □脈が触れにくい □唇・爪が青白い 

②呼吸器症状 □胸が締め付けられる □声がかすれる □犬が吠えるような咳 

□息がしにくい  □持続する強い咳き込み □ゼーゼーとする呼吸 

③消化器症状 □我慢できない腹痛 □繰り返し吐き続ける 

□上記①②③の症状があれば、エピペンを使用する。 

□食物アレルギー緊急時対応マニュアルの準備。 

□呼びかけに反応がなく呼吸がなければ心肺蘇生 

□エピペン・AEDの準備・使用・介助 

□５分ごとに観察・記録をする。（観察をした時刻・症状・処置等） 

 

  
   

  

（３）状況把握およ
び学校への連絡 

 □現場の教職員は、生徒の氏名、疾病状況、救急車での搬送先を確認し、同乗者、連絡者を決めて学

校（管理職）へ連絡する。 

□他の教職員は他の生徒への指導やケアを行う。  

    

（４）保護者への 
対応 

 □当該学年部（担任・学年主任等）は、現場からの報告に基づいて、保護者へアレルギー症状の発生、

状況、搬送された病院名を正確に連絡する。 
 

    

（５）関係機関への
報告 

 □管理職は、事故の概要について、教育委員会へ第一報を入れるとともに、詳細が分かり次第、事故

後の交通安全指導も含めて報告する。  

    

（７）対象生徒への

対応 

 □管理職・担任は速やかに対象生徒を見舞う。  

□保護者には改めてアレルギー症状発生時の状況を説明するとともに、誠意をもって対応する。 

 
 

   

  

（８）窓口の一本化 
 

□情報の混乱を避けるため 、関係機関や報道機関との対応は管理職が当たり、窓口を一本化する。  
 

  

未然防止のポイント  

 

（１）教職員の共通理解 

① 食物アレルギーやアナフィラキシーについて正しく理解し、食物アレルギー緊急時対応について共通理解を図る。 

②特に給食においてアレルギー対応が必要な生徒と配慮すべき事項に関しては、事前の面談等の情報をもとに、全教職員で 

4月時に共通理解を図る。  

 

（２）給食時の安全確保 

① 誤食・誤配を防止するため、原因の食物を毎日、養護教諭・担任等複数で確認をする。 

②除去食は、教員から対象生徒へ直接手渡しを原則とする。 
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９ 登下校中の交通事故 

登下校中の 

交通事故発生 

 

  

     

（１）救助の要請 
 □事故発生の連絡を受けた教職員は、直ちに救急車の手配について確認を行う。 

□次に、警察についても事故の通報の確認を行う。   

     

（２）情報収集 

 □管理職は、複数の教職員に、生徒名簿、学校へ連絡できる物(携帯電話等)を持って現場へ向かうよ

う指示する。 

□事故対応用に電話回線を確保する。 ※携帯電話間のやりとりもある。  

     

（３）応急処置 

 □現場に到着した教職員は、救急車がまだ到着していない場合、手分けをして、応急処置や、現場に

いる他の生徒の安全確保を行う。  

□負傷者が多数で混乱している場合は、付近の住民に応援を要請する。   

    

（４）状況把握およ
び学校への連絡 

 □現場の教職員は、被害生徒の氏名、負傷状況、救急車での搬送先を確認し、同乗者、連絡者を決め

て学校へ連絡する。 

□現場に残った教職員は警察による現場検証に立ち会い事故の状況把握に努める。  

    

（５）保護者への対
応 

 □学校で待機している教職員は、現場からの報告に基づいて、保護者へ事故の発生、負傷の状況、搬

送された病院名を正確に連絡する。 
 

    

（６）関係機関への
報告 

 □管理職は、事故の概要について、教育委員会へ第一報を入れるとともに、詳細が分かり次第、事故

後の交通安全指導も含めて報告する。  

    

（７）被害生徒への

対応 

 □管理職・担任は速やかに被害生徒を見舞う。  

□保護者には改めて事故の状況を説明するとともに、誠意をもって対応する。  

□事故を目撃した生徒に、動揺を緩和するための面接や家庭訪問の実施等により、心のケアを継続し

て行う。 

 

    

（８）全校集会の実
施 

 □学校は、状況により全校集会を開き、事故の概要を説明し、生命の大切さを説くとともに、安全な

登下校について指導する。  

    

（９）窓口の一本化 
 

□情報の混乱を避けるため 、関係機関や報道機関との対応は管理職が当たり、窓口を一本化する。  
 

  

未然防止のポイント  

 

（１）通学路の点検  

① 学校は、ＰＴＡ等と協力して、通学路の点検を行い、危険箇所があれば速やかに道路管理者等へ改善を要望する。 

② 日ごろから工事箇所や危険箇所の把握に努め、生徒及び保護者への周知を徹底し安全に通学できる体制を整える。  

 

（２）交通安全教育の充実  

① 生徒の発達段階に応じた交通安全教育の充実に努める。 

※交通事故は、未然に防止できるものがあることや、交通法規を守っていても起こりうることなどに気づかせ、自分自身のこ

ととしてとらえさせる。  

② 交通安全教室等を開いて、正しい歩行や安全な自転車の乗り方、自動車の内輪差、制動距離等について理解させる。  

③ 教職員による定期的な登下校の交通安全指導、ＰＴＡ校外生活指導部による定期的な交通安全指導を行う。 

 ※自転車通学を認めている吹浦地区等からの道路状況から、生徒は、①交通事故被害者、②交通事故加害者になる可能性がある。

いずれの面でも日頃からの安全教育の徹底が求められる。 

 

備考 佐伯市教育委員会スクールバス等緊急事態発生時対応マニュアルを確認する 
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１０ 弾道ミサイルの落下時（Ｊアラート） 

弾道ミサイル 
 ※弾道ミサイルは発射から１０分程度で到達する危険性がある。Ｊアラートが発信された場合、可及

的速やかに生徒の安全確保の行動に移らなければならない。  

     

（１）Ｊアラート

の発信 

 □授業担当教諭は、「大丈夫、落ち着いて。」「ICT教室へ移動します。」等の指示をする。 
□全校生徒はICT教室に入り、身を低くし、頭を守る体制を取る。可能な限り机に下に頭を入れるよ

うに指示する。 
□教職員は着弾後の避難経路を確保し、授業担当者、各部屋の職員は出入り口を開放するなど避難経
路を確保する。  

     

（２） 情報収集 

※瞬時に！ 

（３）と同時並行

ともいえ

るタイミ

ングで。 

 
管理職 

□テレビやネット、ラジオ等で情報を収集する。 
□弾道等の方向や着弾の危険性を正確に把握し、避難経路の指示を決定する。  

   

 
授業担当
教諭 

□生徒の動揺をおさえ、負傷の有無や負傷の程度、避難時の安全（教室及び教室近辺

の被害・損壊状況、転倒・落下の危険性など確認する。 
□生徒の不安を増大させないよう、原則としてその場を離れない。 

 

  

 

授業のな
い教諭 

※役割分担に応じた行動をとる。 

□分担してICT教室に急行し避難路の確認、教室の負傷生徒の確認を行う。 
□避難経路、負傷者の有無を管理職に報告。 
□負傷者がある場合は養護教諭が応急処置。 

 

    

（３）避難指示 

および 

誘導 

 

管理職 

□影響範囲内（構内ではなく、近隣地区も含めて）に着弾した場合は、その後の避難

指示。 
「近くにミサイルが着弾しました。生徒は静かに避難場所に避難しなさい。」２回 
□放送が使用できない場合はハンドマイクまたは肉声で。 

※情報を確認し、避難場所（運動場）へ移動する。スマートフォン・ラジオの携帯。 

 

  

 授業担当
教諭 

□指示に従い、生徒の避難を開始する。 
※「押さない・走らない・しゃべらない・もどらない」（お・は・し・も）の指示と誘導。  

  

 授業のな
い教諭 

□避難経路、避難場所において誘導と安全確保の分担につく。 

□逃げ遅れた者がいないかの確認をする。  

    

登下校時の場合 ※登下校時にＪアラートが発進された場合 

    

（１）生徒への事前

指導 

 □教職員は、登下校時にＪアラートが発進された場合の避難について地区別に指導を行う。 
※近くのトンネル、鉄筋の建物、地下等に避難する。 
※窓から離れ、物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る。 

※被害があったときには学校に避難するか、連絡をとり保護を求める。不可能な場合は最も近い大人に
保護を求める。 

 

    

（２）Ｊアラート

の発信 

  
□事前に指導されたことを実践し、可及的速やかに自分の身を守る行動を取る。 

□危険がなければ学校、または家庭に避難し教職員や保護者の指示に従って避難する。 
 

 

 

被害を最小限に防ぐポイント  

（１）素早い行動 

   ・Ｊアラート発信から短時間でミサイルが飛来するので、すぐに行動を起こす。 

   ・日頃から教職員の危機管理意識を高めるとともに、マニュアル等に基づいた防災体制の点検・整備をしておく。 

    

（３）実践的な避難訓練の実施 

   ・生徒が地震発生時に落ち着き、正しい行動がとれるように、日頃から緊急時の安全な行動の取り方について理解させておく

とともに、様々な場面を想定した防災避難訓練を実施する。 
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日常の基本的予防の励行 
市教委へ（養教） 
（様式３－１） 

(6) 事後指導と 
事後報告 

登校クラス 
○集会・部活の検討 
○生徒への保健指導 
 ・手洗い・うがい・咳エチケットの徹底 
 ・マスクの着用 
 ・玄関での手指消毒 
 ・給食時の衛生指導の徹底 
   手洗い・うがい・個別のタオル 
   手指の消毒・つばをとばさない 
   マスクの着用 等 
 ・睡眠・栄養を十分とる 
 ・人混みをさける 
 ・体調に異変を感じたら早めに受診する 等 
○保護者への連絡 

学年閉鎖実施クラス 
指導内容2 .3. 4  
上記内容の徹底 

教頭は、緊急職員会議を招集する 
メンバー  全教職員 伝達事項 上記内容の徹底 

 

１１ インフルエンザ・新型コロナウイルス等緊急の学校伝染病発生時の対応 

 

   

 

             
           

 
             
 
             
 
            
 
 

 

 

 

 

(1)発生状況把握 
と 

情報の収集 

（担任）感染者の確認（人数・症状・経緯 等） 
（養教）学校医に状況報告し今後の相談と指示をうける 
（教頭）担任・養教の報告をまとめ校長へ報告する 
 ※新型コロナ対応…聞き取りによる「聴取票」を作成 

（教頭）市教委と保健所へ報告（様式１）新型のみ 
（校長）クラスで出席停止者が概ね１割以上になった場合該当クラスの臨時休

業措置(４日間)を、学校医・保健所・市教委と相談し決定する。   
学年閉鎖・学校閉鎖・時差措置等の対応 

・状況により市教委より休業する地区・期間の指示がある 
 

校長は、校内対策委員会を招集する。 
メンバー  校長・教頭・養教・学年長・生徒指導主事 
報 告    休業の場合、市教委と保健所へ報告（教頭）（様式２） 

措置によって、必要事項の確認をする 
校医・給食センターへ報告 

  
１  １．対策手順の確認（教頭）   

      ２．配布文書 ・保護者宛（教頭） 
            ・過ごし方（生徒指導） 
            ・学習指導（教務） 
            ・健康管理（養教） 
      ３．生徒・教職員連絡網の確認 
      ４．休業中の生徒への安否確認 
        毎日定時に連絡をする 
        ※健康状態（家族を含む）・学習、生活の様子 
        ※担任は聞き取った内容を、管理職に報告 
      ５．校内の点検と消毒 
      ６．市教委へ定期報告（教頭） 
 
      

(4) 緊 急 職 員 会 議     
を招集 

(5)生徒・保護者への
指導と連絡 

 
(3)校内対策委員会を

招集 

(2)市教委と保健所へ
報告 
休業の指示 

内容 
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１　肩を叩きながら声をかける ２　反応がなかったら、大声で助けを求め、

    １１９番通報と

    ＡＥＤ搬送を依頼する

３　気道確保と呼吸の確認 ４　呼吸がなかったら、人工呼吸を２回行う

気道確保し、「普段どおりの息」をしているかを１０秒以内で確認します。 １秒かけて、胸の上がりが見える程度の量を２回吹き込む。

※１０秒以上かけてはいけない。 ※人工呼吸ができないときは省略できる。

５　人工呼吸が終わったらすぐに胸骨圧迫 ６　ＡＥＤが到着したら

胸骨圧迫３０回と人工呼吸２回を繰り返して行います。 まず、電源を入れる。

強く・速く・絶え間なく（１００回／１分） （ふたを開けると自動的に電源が入る機種もあります。）

圧迫解除は胸がしっかり戻るまで！

７　電極パッドを胸に貼る ８　電気ショックの必要性をＡＥＤが判断する

    電極パッドを 貼る位置は電極パッドに書かれた絵のとおりに、また皮膚にしっかりと貼ります。

   体が汗などで濡れていたらタオルで拭き取ってください。

心電図解析中は誰も傷病者に触れてはいけません。

９　ショックボタンを押す ショックボタン

誰も傷病者に触れていないことを確認したら、点滅しているショ ックボタンを押します。

以後は、ＡＥＤの音声メッセージに従います。心肺蘇生とＡＥＤの手順は、救急隊に引継ぐか、何らかの応答や
目的のある仕草（例えば、嫌がるなどの体動）が出現したり、普段どおりの息が出現するまで続けます。

心肺蘇生法のABC+Dを知ることが救命救急の命です｡ 

（A…Airway(気道確保)B…Breathing(人工呼吸)C…Circulation(心臓ﾏｯｻｰｼ )゙＋D…Defibrillation(除細動) 

除細動とは､心臓に電気ｼｮッｸを与えることで､AED(自動体外式除細動器)という機器を使えば誰にでもできる手当てです｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 
 

緊急時連絡先一覧表（令和５年4 月現在） 
    

学校医・医療機関 電話番号 関係機関等 電話番号 

丹賀診療所 
３４－８３３４ 

佐伯市教育委員会 ２２－４６７０ 

学校医：佐藤裕隆 佐伯警察署 ２２－２１３１ 

吉田歯科医院 
２２－０３５４ 

鶴見駐在所 ３３－１１３１ 

学校歯科医：吉田 一 佐伯消防署 ２２－３３０１ 

学校薬剤師：仲矢侑希子 
２２－９７８９ 

消防テレホンサービス ２３－３５００ 

佐伯調剤薬局 東部分署 ３３－０２９４ 

大分大学附属病院 ０９７－５４９－４４１１ 鶴見振興局 ３３－１１１１ 

大分県立病院 ０９７－５４６－７１１１ 鶴見地区公民館 ３３－１０００ 

西田病院（救急指定） ２２－０１８０ 剣崎給食センター ２０－４３１3 

南海病院 ２２－０５４７ Ｂ＆Ｇ ３３－１２２２ 

長門記念病院 ２４－３０００ 高宮タクシー ３５－６５３３ 

  佐伯タクシー ３３－００３０ 

 

 
 

  

 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
 

 

  
    
    
    

    

  
 

  

【事故発生時の救急体制】   

    

    
   
    

 

１ 意識喪失の持続するもの 

２ ショック症状の持続するもの 

３ けいれんの持続するもの 

４ 激痛の持続するもの 

５ 多量の出血を伴うもの 

６ 患部が変形（骨折等）しているもの 

７ 傷口が大きいもの 

８ 広範囲または、深部組織までのやけど 

９ 嘔吐、後頭部痛および後頸部痛の伴う症状のあるもの    

◎救急車依頼基準◎ 
TEL１１９または３３－０２９４ 

１ 救急車をお願いします 

２ 鶴見中学校です 

３ 事故発生の状況を話す 

  （けがの程度についてなど） 

◎救急車依頼方法◎ 

報告   指示 

 担 任 

養護教諭 
保健室 

医療機関 

校 長 
教 頭 

市教委 

県教委 

発
見
者 

学
校
医 

保
護
者 

応急処置 

１１９救急車 

電話・訪問 

障害の程度・ 
救急処置等報告 
指示 


